
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案

(1)地域における大学振興・若者雇用創出のための
交付金制度（キラリと光る地方大学づくり）

(2)特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制

(3)地域における若者の雇用機会の創出等

○ 地方公共団体は、内閣総理大臣が

定める基本指針に基づき、地域の中

核的産業の振興や専門人材育成等

に関する計画を作成し、内閣総理大

臣の認定を申請。

○ 例外事項の具体例

・スクラップアンドビルドによる新たな学部等の設置
・留学生や社会人の受入れ
・夜間・通信教育を行う学部・学科を設置する場合
・収容定員増等について、投資・機関決定等を行っている場合
・専門職大学等の設置（５年間の経過措置）

我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、地域における若者の修

学及び就業を促進し、地域の活力の向上及び持続的発展を図るため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若
者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業に充てるための交付金制度の創設等の措置を講ずる。

（※）学生が既に相当程度集中して
いる地域等として東京23区を
政令で規定する予定。

○ 大学等の設置者又は大学等

を設置しようとする者は、特定

地域内(※)の大学等の学部等の

学生の収容定員を増加させて

はならない（10年間の時限措

置）。

地方公共団体

大学等 事業者

地域における
大学振興・若者雇用創出

推進会議

日本全国や世界中から学生が集まる
キラリと光る地方大学づくり

○ 地方公共団体は、計画の案の

作成等について協議するため、

大学及び事業者等と地域における大学振興・若者雇用創

出推進会議を組織。

○ 国は地方公共団体と連携して地域における若者の雇用機会の創出等の必要な施策を講ずるように努める。

【主な施策】

①地元中小企業等でのインターンシップ、②プロフェッショナル人材、③奨学金返還支援制度

東京一極集中是正に向けた他の施策と合わせ、2020年時点で地方・東京圏の転出入均衡を目指す。
（参考：2016年の東京圏への転入超過数は約12万人）

目標

○ 国は、計画の認定を受けた地方公共団体に対し、交付

金(※)を交付。

（※）内閣府交付金分70億円（文部科学省予算等を含む地方大学・地域産
業創生事業100億円の内数）【平成30年度予算】

資料５予算関連法案



地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計
画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加するとともに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基
づく課税の特例の適用範囲の拡大等の措置を講ずる。

地域再生法の一部を改正する法律案

法案の概要

４.小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充４.小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充

【現行制度の概要】

【改正内容】

中山間地域等における雇用創出や生活サービス（小さな拠点形成事業）を行
う株式会社に対し個人が出資した場合、出資額について寄付金控除を適用

設立時出資を新たに課税の特例の対象に追加【第16条】

⇒中⼭間地域等における雇⽤や⽣活サービスの確保

１.企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充１.企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充

【現行制度の概要】

【改正内容】

本社等の特定業務施設の東京23区からの移転（移転型事業）又は地方に
おける拡充（拡充型事業）を行う事業者を課税の特例等により支援

○課税の特例等の適用範囲の拡大【第５条第４項第５号、第５章第６節】

近畿圏中心部及び中部圏中心部から東京圏への人口の転出超過の状況等
を踏まえ、移転型事業を実施した場合に課税の特例等を受けられる地域として、
近畿圏中心部及び中部圏中心部を追加

⇒東京⼀極集中を是正し、地⽅における良質な雇⽤の場を創出

＜法改正以外の課税の特例の拡充内容＞
・移転型事業の拡充として、立地環境が整った中山間地域も支援対象

地域とする
・小規模オフィス等の移転・拡充を支援するため、従業員要件（10人以

上→５人以上）等を引下げ

○地方交付税による減収補塡措置の拡充【第17条の６】

現行では固定資産税等の不均一課税を行った場合に国から地方公共団体
へ減収補塡が講じられるが、移転型事業に限り課税免除を行った場合も減
収補塡の対象に追加

２.地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設２.地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設

○海外のBID制度等を参考とし、市町村が、地域再生に資するエリアマネジメン
ト活動に要する費用を、受益者から徴収し、エリアマネジメント団体に交付する
官民連携の制度を創設

・・・地域の発意や受益者の2/3以上の同意を要件

⇒フリーライダーの発⽣を防ぎ、安定的な活動財源を確保し、地域再生に資す

るエリアマネジメント活動を促進

※ＢＩＤ･･･Business Improvement District

３.商店街活性化促進事業の創設３.商店街活性化促進事業の創設

○市町村が商店街活性化のために作成する計画に対し、中小企業への資金調
達面での支援や商店街振興組合の設立要件の緩和、関係省庁による予算措
置など、商店街の活性化の取組を重点的に支援【第17条の13、第17条の15、第17条の16】

○計画区域内の空き店舗の所有者等に利活用を促すため、指導・助言・勧告等
の手続きを整備【第17条の14】
（居住実態が無いことが確認され、勧告された建築物については、固定資産税の住宅用地特例の対象外）

⇒空き店舗等の活⽤等による商店街の活性化

○地域の賑わいの創出に寄与する施設（自転車駐輪施設、
観光案内所等）を都市公園の占用許可対象に追加【第17条の10】

【制度のイメージ図】（第17条の７～第17条の９）

①地域来訪者等利便増進活動計画の申請
（区域、活動内容、効果、受益者等を記載）

市町村

受益者（事業者） 受益者（事業者）

一定のエリア

③負担金徴収

エリアマネジメント団体

④交付金の交付
⑤地域来訪者等利便

増進活動の実施
（賑わいの創出・
公共空間の活用 等）

②計画の認定

【エリアマネジメント活動の例】

（第５条第４項第６号）

オープンスペースの活用

イベントの開催



平 成 3 0 年 ５ 月
内閣府地方分権改革推進室地域の⾃主性及び⾃⽴性を⾼めるための改⾰の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律案（第８次地⽅分権⼀括法案）の概要

改正内容

施行期日 ⑴ 直ちに施行できるもの → 公布の日 ⑵ ⑴に依り難い場合 → ⑴以外の個別に定める日

第８次地方分権一括法案
「提案募集方式（※地方の発意に根差した取組を推進するため、平成26年から導入）」に基づく地方からの提案について、「平成
29年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成29年12月26日閣議決定）を踏まえ、国から地方公共団体又は都道府県か
ら中核市への事務・権限の移譲や地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等の関係法律の整備を行う。

【１５法律を一括改正】 （※２法律重複）

Ａ 地方公共団体への事務・権限の移譲 （３法律）

Ｂ 地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等 （14法律）

・ 毒物又は劇物の原体の事業者の登録等に係る事務・権限を国から都道府県へ移譲（毒物及び劇物取締法）

・ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等に係る事務・権限を都道府県から中核市へ移譲等
（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律※、子ども・子育て支援法※）

・ 被災都道府県からの応援の求めを受けた都道府県が、その区域内の市町村に対して被災市町村への応援を求めることができることを
明確化（災害対策基本法）

・ 災害援護資金の貸付利率（現行３％）について、市町村が条例で設定できるよう見直し（災害弔慰金の支給等に関する法律）

・ 幼保連携型認定こども園に係る居室床面積基準の標準特例（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律※）

・ 保育所等の利用定員の設定・変更手続の見直し（子ども・子育て支援法※）

・ 介護支援専門員（ケアマネジャー）の登録消除要件の見直し（介護保険法）

・ 准看護師試験について、都道府県から指定試験機関への事務委託を可能に（保健師助産師看護師法）

・ マイナンバー制度による情報連携の項目追加等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等）

・ 競輪開催に係る届出の都道府県経由を廃止（自転車競技法）

・ 不動産鑑定士試験受験申込の都道府県経由を廃止（不動産の鑑定評価に関する法律）

平 成 3 0 年 ３ 月 ９ 日
閣 議 決 定


